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高レベル放射性廃棄物の最終処分
に向けた新たなプロセス 

平成２５年１２月１７日 
経済産業省 

第１回最終処分関係閣僚会議 
資料 
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出しにくくす
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約２０cmの炭素
鋼の容器。当面
１０００年間地下
水から隔離。 

約７０cmの粘
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岩盤 

高レベル放射性廃棄物処分施設 

地下深くの安定した岩盤
で長期間放射性物質を
閉じこめる。酸素が少な
く、金属も腐食しにくい。 

（１）現在、約１７,０００トンの使用済燃料を保管中であり、既に再処理された分も合わせると
ガラス固化体約２５,０００本相当の高レベル放射性廃棄物が既に存在。 

（２）放射性廃棄物は、発生した国において処分することが原則。 
（３）高レベル放射性廃棄物の処分方法としては、地層処分が最も有望であるというのが 

国際的共通認識。 
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１．高レベル放射性廃棄物の最終処分 ～基本的な考え方～ 
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例：ガラス固化体が４万本の場合、 
約６平方ｋｍの地下施設が必要 



２．諸外国の進捗状況 ～各国とも３０年以上にわたり悩みつつ選定を実施～ 
（１）最終処分地が実質的に決定している国（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ） 

 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ：１９８３年より選定開始、２０００年に処分地（ｵﾙｷﾙｵﾄ）を国として原則決定。
地下調査施設（ｵﾝｶﾛ）を建設、現在、安全審査中。 

 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ：１９７７年より選定開始、２００９年に処分地（ﾌｫﾙｽﾏﾙｸ）を選定。施設建設
に向けて、現在、安全審査中。 

（２）その他の国 

仏国：１９８３年より選定開始。パリから東に約２２０ｋｍのﾋﾞｭｰﾙ近郊を処分地とする
方向でその是非につき公開討論中。 

米国：ﾕｯｶﾏｳﾝﾃﾝを選定も、政権交代により撤回（２００９年）。選定ﾌﾟﾛｾｽの見直し中。 

独国：ｺﾞｱﾚｰﾍﾞﾝを選定も、２０００年より調査凍結。選定ﾌﾟﾛｾｽの見直し中。 

英国：ｶﾝﾌﾞﾘｱ州が関心を表明も、議会で否決（２０１３年）。選定ﾌﾟﾛｾｽの見直し中。 
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建設等 

英国 

日本 

カナダ 

スウェーデン 
(フォルスマルク) 
※建設には未着手 

フランス 
(ビュール近傍) 

米国 ドイツ 

スイス 
フィンランド 
(オルキルオト) 

韓国 

公募  文献調査  最終処分施設 
建設地の選定 

概要調査  精密調査 
安全審査 方針検討 

段階 



３．我が国の地層処分地選定の概要  
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「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づく３段階の立地選定プロセス 

※知事及び市町村長の意見を聞き、反対の場合は次の段階に進まない 

施設建設後 
廃棄物搬入開始 

③精密調査 
地下施設で調査、
試験を行い評価  
    

全国市町村か
らの応募 

国の申入れに  
対する受諾 

①文献調査 
過去の記録、文献
調査で評価 

②概要調査 
ボーリング調査、
地質調査等で評価 

2007年に追加 概要調査地区を選定 精密調査地区を選定 建設地を選定 

2002年に開始 

（１） ２０年以上の研究の結果、我が国でも地層処分が実現可能と評価（２０００年）。 
（２）同年、処分制度（特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律）を法定。実施主体（原子力発電

環境整備機構：ＮＵＭＯ）を設立するとともに、３段階の処分地選定プロセスを制定。 
（３） ２００２年より、調査受入れ自治体の公募を実施も、応募は２００７年の高知県東洋町

のみ。しかしながら、その後、東洋町の応募は取り下げられた。 



４．これまでの取組の課題と見直しの方向性(案) 
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（課題１） 現世代の責任として、地層処分に向けた取組を進めることが国際的共通認識であ
る一方、地層処分の安全性に対する信頼が不十分。 

⇒（１）地層処分を前提に取組を進めることとし、将来世代が最良の処分方法を常に再
選択できるよう、可逆性・回収可能性を担保し、地層処分の技術的信頼性を定
期的に評価していくと共に、代替処分オプションの調査・研究を並行的に進め
る。 

総合資源エネルギー調査会における検討状況も踏まえつつ、 
以上の方向性で見直しの具体化を図り、 
来春を目途に、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針の改定を行う。 

（課題２）広く全国を対象とした調査地域の公募では、調査受入れの科学的妥当性「なぜこ
こか」の説明が困難であり、受入れを表明する自治体の説明責任・負担が重く
なっている状況。 

⇒（２）国が、科学的根拠に基づき、より適性が高いと考えられる地域（科学的有望
地）を提示する。その上で、国が前面に立って重点的な理解活動を行った上で、
複数地域に対し申入れを実施する。あわせて、地域の合意形成の仕組みや支援
策等について、今後検討の上、適切な措置を講じる。 

※可逆性：処分事業の選定プロセスを元に戻すこと。 

 回収可能性：地層処分場において廃棄物を回収可能な状態に維持すること。 



文献調査 

概要調査 

精密調査 

処分地決定 

調査受入自治体の公募 

応募 

法
定
プ
ロ
セ
ス 

従来のプロセス 加速化に向けた新たなプロセス（案） 

科学的知見に基づいた 
有望地の選定（マッピング） 

・ 自治体からの応募 
・ 複数地域に対し、国から申入れ 

選定した有望地を中心とした 
重点的な理解活動（説明会の開催等） 

※都道府県知事、市町村長の意見を聴き、
反対の場合には次の段階に進まない 

○ 

代
替
処
分
オ
プ
シ
ョ
ン
の
調
査
・研
究
等 

○ 

地
層
処
分
の
技
術
的
信
頼
性
の
定
期
的
評
価 

法
定
プ
ロ
セ
ス 

５．最終処分に向けた新たなプロセス（案） 

5 ※下線印は、新規または強化する取組案 

可逆性・回収可能
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文献調査 

概要調査 

精密調査 

処分地決定 
※都道府県知事、市町村長の意見を聴き、

反対の場合には次の段階に進まない 



 

閣議口頭了解事項 

 

最終処分関係閣僚会議の開催について 

 

 

１．開催主旨 

 高レベル放射性廃棄物の最終処分の問題について、将来世代に負

担を先送りせず、国が前面に立って解決するべく、政府としての新

たな取組方針を検討し、関係行政機関の緊密な連携の下、これを総

合的かつ積極的に推進するため、最終処分関係閣僚会議（以下「会

議」という。）を開催する。 

 

 

２．出席者 

議 長 内閣官房長官 

副議長 経済産業大臣 

文部科学大臣 

総務大臣 

内閣府特命担当大臣（科学技術政策） 

 

原子力委員会委員長 

内閣官房副長官 

 

内閣官房副長官補 

資源エネルギー庁長官 

 

 

３．その他 

会議は、内閣官房長官が主宰する。 

会議の庶務は、経済産業省の協力を得て、内閣官房において処理

する。 

会議には、必要に応じ、その他関係者の出席を求めることができ

る。 
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